
新規就農者育成総合対策（経営開始資金） 

令和７年度募集について 

 
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで経営開始１年目から経営開始３年目まで交付

期間１年につき一人あたり１５０万円を交付します。 

１ 提出書類と提出先 

「青年等就農計画認定申請書」及び「経営開始資金申請追加資料（別紙様式第２号）（添付書類を含む）」

を石井町役場産業経済課へ提出してください。 

２ 応募条件等 

主な要件（すべて満たす必要があります） 

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則 50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意

欲を有していること。 

(2) 次の要件を満たす独立・自営就農であること。 

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。  

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。  

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。  

・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で

管理すること。 

・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 

 (3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に青年等就農計画の認定の取消し

を受けた場合及び農業経営改善計画の認定を受けた場合は給付対象外とする。 

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加追加資料（別紙様式第２号）を添付したもの（以下、「青年等

就農計画等」という。）が以下の基準に適合していること 

・農業経営を開始して５年後までに農業（農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家

民宿等関連事業を含む。）で生計が成り立つ計画であること。 

・計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

 (5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから５年以内に継承して農業

経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入等経営発展に向けた取組を行い、新規参

入者（土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。）と同等の経営リスクを負って経

営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。 

(6) 目標地図への位置づけ 



町が作成する地域計画目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれるこ

と、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること（以下、「目標地図に位置づけられた者等」

という。）。 

(7) 生活保護制度や雇用保険制度（失業手当）等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、か

つ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。 

 (8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災

に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加

入することが確実と見込まれること。 

 (9) 前年の世帯（本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。）全体の

所得が６００万円以下であること。ただし、６００万円を越える場合であっても、生活費の確保の観点から支

援対象とすべき切実な事情があると認める場合に限り、採択を可能とする。 

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地

域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること 

(11) 令和４年４月以降に農業経営を開始した者であること。 

(12) 新規就農者育成総合対策（経営開始資金）事業に係る個人情報の取扱いについて同意すること。 

(1３) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法

律（令和４年法律第 37号。）に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。 

３ 交付金額 

(1) 資金の額は、次のとおりとする。 

・経営開始初年度から３年間 

交付期間１年につき 1人あたり 150万円とする。 

４ 交付期間 

最長３年間（経営開始後３年度目分まで）とする。 

５ 交付対象の特例 

○夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間１年につき夫婦合わせて上記の額に 1.5

を乗じた額（１円未満は切捨て）を給付する。 

・家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 

・主要な経営資産を夫婦で共に共有していること。 

・夫婦ともに目標地図に位置づけられた者等となること。 

○複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者（当該農業法人及び青

年就農者それぞれが、目標地図に位置づけられた者等に限る。）に交付期間１年につきそれぞれ上記の額

を給付する。なお、経営開始後５年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外と

する。 



○令和４年４月以降に就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は就農後３年度目

までとする。 

６ 以下の場合は交付停止となります 

 ・応募条件を満たさなくなった場合。 

 ・農業経営を中止または休止した場合 

 ・就農報告書の提出がない場合（交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後５年間、毎年７月末及び１

月末までにその直前の６か月の就農状況報告を提出しなければなりません） 

・現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断したとき 

青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合 

耕作すべき農地を遊休化した場合 

農作物を適切に生産していない場合 

農業生産等の従事日数が一定（年間 150日かつ年間 1,200時間）未満である場合 

改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合  など 

・前年の世帯全体の所得が 600万円以上の場合（その後、600万円を下回った場合は、翌年から交付を再

開できる） 

 

 

お問い合わせ先 

石井町役場 産業経済課 

電話：088-674-1118 


